
ア 社会福祉法人

94 44 44 (31) 28

イ 社会福祉施設、事業所

救護施設、授産施設 4 3 3 (3) 1

1,737 201 201 (155) 62

特別養護老人ホーム(※2) 77 36 36 (25) 23

養護老人ホーム 11 8 8 (8) 4

軽費老人ホーム 14 6 6 (6) 3

サービス付き高齢者向け住宅 107 9 9 1

有料老人ホーム 91 8 8 6

介護老人福祉施設 112 54 54 (50) 18

介護老人保健施設 55 13 13 (13)

介護療養型医療施設 3

介護医療院 2

訪問介護 268 5 5 (2)

訪問入浴介護 17

訪問看護 84

訪問リハビリテーション 8

居宅療養管理指導 1

通所介護 358 12 12 (6) 3

通所リハビリテーション 50

短期入所生活介護 204 33 33 (28) 4

短期入所療養介護 61 13 13 (13)

特定施設入居者生活介護 53 4 4 (4)

福祉用具貸与 82

特定福祉用具販売 79

令和２（2020）年度社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査結果

社会福祉法人

実施数
(※1)

保護施設等

区分

1　指導監査について

対象数
指導監査
計画数

区分

2　指導監査実施状況

　栃木県では、社会福祉事業の適正かつ円滑な運営を確保するため、社会福祉法（昭和26年法律第45号）等に基づいて、栃木
県が所管する社会福祉法人及び社会福祉施設等に対し、指導監査を実施しています。

実施数
(※1)

文書指摘
法人数

文書指摘
施設数・
事業所数

（１） 法人・施設別指摘状況　〔単位：件〕　（対象数は令和２（2020）年４月１日時点）
※1 指導実施数の(　)内は書面により指導を実施した件数
※2 地域密着型特別養護老人ホームを計上

対象数
指導監査
計画数

居宅サービス事業所

介護保険施設

老人福祉施設等

高齢者福祉施設等
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1,137 359 359 (308) 120

障害者支援施設 38 22 22 (18) 3

障害児入所施設 8 8 8 (8)

居宅介護 109 17 17 (17)

重度訪問介護 84 14 14 (14)

同行援護 37 10 10 (10)

行動援護 11 3 3 (3)

療養介護 2 1 1 (1)

生活介護 116 46 46 (40) 12

短期入所 78 31 31 (24) 17

自立訓練（生活訓練） 14 8 8 (6) 6

就労移行支援 32 11 11 (10) 2

就労継続支援Ａ型 46 14 14 (10) 15

就労継続支援Ｂ型 136 40 40 (30) 35

就労定着支援 12 2 2 (2)

自立生活援助 3

共同生活援助 86 24 24 (20) 10

一般相談支援（地域移行支援） 37 12 12 (10)

一般相談支援（地域定着支援） 37 12 12 (10)

福祉型児童発達支援センター 3

児童発達支援 79 29 29 (27) 7

放課後等デイサービス 153 52 52 (45) 13

保育所等訪問支援 16 3 3 (3)

394 305 305 (291) 118

225 136 136 (131) 41

98 98 98 (96) 55

41 41 41 (41) 10

18 18 18 (14) 7

12 12 12 (9) 5

保育所（保育所型認定こども園含む）

幼保連携型認定こども園

児童福祉施設等

障害者（児）福祉施設等

障害者支援施設・
障害児入所施設

区分 対象数
指導監査
計画数

障害福祉サービス
事業所等

児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、乳児
院、母子生活支援施設

認可外保育施設

文書指摘
施設数・
事業所数

児童厚生施設

実施数
(※)

障害児通所支援
事業所
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項目 主な指摘事項

理事会の決議を要する事項（評議員会の招集、資金の借入等）について、決議が行わ
れていない。

理事会（評議員会）において、議案について特別な利害関係を有する理事（評議員）
がいないことを法人が確認していない。

監事 監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得ていない。

役員等報酬
役員等に対して、役員等報酬規程で無報酬と規定しているにもかかわらず、理事会等
の出席者に対して一律の金額を支給している。

登記
法人が登記しなければならない事項について、期限まで（資産の総額の変更登記は会
計年度終了後３か月以内、理事長の登記は変更後２週間以内）に登記がなされていな
い。

施設整備等補助金を受領しているにもかかわらず、国庫補助金等特別積立金の積立を
行っていない。

残高証明書と財産目録の預金の金額とが一致していない。

イ　社会福祉施設、事業所

項目 主な指摘事項

避難訓練等の実施 避難訓練及び消火訓練を行っていない。（新型コロナウイルス感染防止等）

職員研修
新規採用職員を対象とした身体的拘束等の適正化、感染症等防止及び事故発生防止の
ための研修について、新規採用時に実施するのではなく、年間研修計画に位置付けた
ものを受講させている。

宿日直 宿直者を配置しているが、労働基準監督署から必要な許可を受けていない。

資金の繰入れ
施設の当期資金収支差額合計に資金不足が生じているにもかかわらず、本部拠点（社
会福祉事業）に資金を繰り入れている。

育児・介護休業規程
平成29年10月１日改正施行された育児・介護休業法の改正内容（育児休業期間の延長
等）を反映した内容となっていない。

（２） 主な指摘事項

理事会・
評議員会

決算

ア　社会福祉法人

　【老人福祉施設】
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項目 主な指摘事項

高齢者虐待防止の徹底 高齢者虐待防止に係る研修を実施していない。

非常災害対策
水防法に基づく要配慮者利用施設であるにもかかわらず、避難確保計画が作成されて
いない。

職員研修 職員に対する研修が、定期的に実施されていない。

金銭等管理 入居者から通帳等を預かった際、預かりを証するための受領書を交付していない。

居室 夫婦等ではないにもかかわらず、相部屋となっている居室がある。

項目 主な指摘事項

事故防止対策 職員の確認不足等、人的要因による服薬事故が複数件発生している。

夜勤職員配置加算 看護・介護職員以外の職員の勤務時間を、夜勤時間数に算入していた。

衛生管理等
感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を、およそ１
年間実施していない。

人員基準
(介護老人福祉施設)

生活相談員が介護職員を兼務しており、常勤換算方法で1名以上配置されていない。
または、基準上配置が必要な常勤の生活相談員が配置されていない。

内容及び手続の説明及び契
約の締結等

(介護老人福祉施設)

重要事項説明書に、提供するサービスに係る第三者評価の実施状況が記載されていな
い。

項目 主な指摘事項

勤務体制の確保
職員が複数の職種を兼務しているが、その兼務関係及び各職種の勤務時間について、
勤務表上明らかにされていない。

事故防止対策
再発防止策を実施した結果について評価を行っておらず、最終的にどのような効果を
得られたのか検証していない。

夜勤職員配置加算 毎月の請求時に、算定要件を満たしているか確認しないまま加算を算定している。

内容及び手続の説明
及び契約の締結等

(訪問介護・通所介護・短期
入所生活介護)

重要事項説明書に、提供するサービスに係る第三者評価の実施状況が記載されていな
い。

避難訓練等
(通所介護・短期入所生

活介護)
消防計画及び非常災害対策計画に基づく避難訓練等が実施されていない。

　【介護保険施設】

　【居宅サービス事業所】

　【サービス付き高齢者向け住宅・有料老人ホーム】
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【障害者（児）福祉施設・障害福祉サービス事業所等】

項目 主な指摘事項

非常災害対策計画 非常災害対策計画が作成されていない。

工賃
工賃の支払いに当たり、生産活動に係る事業収入、事業に必要な経費の額が不明瞭で
ある。

運営規程等
利用者から徴収する費用について、運営規程等と実際に徴収している金額とが異なっ
ている。

【保育所】

項目 主な指摘事項

非常災害対策 非常災害対策計画に基づく消火訓練の実施回数が不足している。

【幼保連携型認定こども園】

項目 主な指摘事項

園児・教職員の健康診断における検査項目が不足している。

環境衛生検査における検査項目が不足している。

非常災害対策
危機管理マニュアルに、非常災害（風水害、土砂災害）に備えるための計画を定めて
いない。

学校評価 自己評価の結果を公表していない。

【児童厚生施設】

項目 主な指摘事項

非常災害対策 非常災害対策計画に基づく避難訓練及び消火訓練の実施回数が不足している。

【児童養護施設】

項目 主な指摘事項

自己評価 第三者評価を実施しない年度について、自己評価が実施されていない。

健康の保持増進に
関する取組状況
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【認可外保育施設】

項目 主な指摘事項

保育に従事する者の数
常時、保育に従事する者が複数配置されていない。（主たる開所時間を超える時間帯
において、現に保育されている乳幼児が１人である場合を除く。）

継続して保育している乳幼児の健康診断について、入所時の他に１年に２回（概ね
６ヶ月毎）実施する必要があるが、施設での実施又は保護者から健康診断の結果や町
が実施する乳幼児検診の結果を提出してもらう等の対応がされていない。

事故発生時に適切な救命処置を可能とするための定期的な訓練が実施されていない。

健康管理・安全確保
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